


傭考1 添付資料を確認記録に添付するとき又は本人確認書類の写しを確認記録に添付するときには、 当該書類又はその写しに記載がある事項については
、 確認記録への記載を省略することができます。
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「関連取引時確認に係る確認記録を検索するための事項」欄は、 なりすまし又は偽りが疑われる取引に際して取引時確認を行った場合に記入して
ください。

「本人確認書類」襴は、 次の分類に従い該当する項目の口にレ点を記入してください。
「運転免許証・運転経歴証 ・・ . . ・道路交通法第92条第 1 項に規定する運転免許証又は同法第104条の 4 第 5 項に規定する運転経歴証明
明書」 書
「在留カ ー ド•特別永住者 . .  ・・ ・出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カ ー ド、 日本国との平和条約に基づき日本の国
証明書J 籍を離脱した者筆の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書
「個人番号カ ー ド」 ・ ・ ・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個

人番号カ ー ド
・ ・ ・・・出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳で、 当該自然

人の氏名及び生年月日の記載があるものに限ります。
． ． ． ． ．身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉手帳｀ 療育手帳又は戦傷病者手帳（当該自然人の氏名、 住居及

び生年月日の記載があるものに限ります。）
「その他官公庁から発行又 ・・・ ・ ・官公庁から発行され、 又は発給された書類その他これに類するもので、 当該自然人の氏名、 住居及び
は発給された書類等（写真 生年月日の記載があり、 かつ、 当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの
あり）」
「各種健康保険証」
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「旅券·乗員手帳」

「身体障害者手帳等J

「国民年金手帳等」

「印鑑登緑証明書（取引申
込等書類に押印した印鑑）」
「印鑑登録証明書（取引申
込等書類に押印した印鑑以
外）」
「戸籍謄本又は抄本」
「住民票の写し又は記載事
項証明書」
「その他官公庁から発行又
は発給された書類等（写真
なし）」
「外国政府又は国際機関が
発行した書類等」

. . . . .  国民健廣保険、 健康保険、 船員保険、 複期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、 健康保険日雇
特例被保検者手帳、 国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員
共済制度の加入者証（当該自然人の氏名、 住居及び生年月日の記載があるものに限ります。）

・ ・ ・ ・・国民年金法第13条第 1 項に規定する国民年金手帳、 児童扶養手当証書、 特別児童扶養手当証書又は母
子健康手帳（当該自然人の氏名、 住居及び生年月日の記載があるものに限ります。）

・ ・ ・・・敢引を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客簿が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

. . . . .  上記以外の印鑑登録証明書

． ． ． ． ．抄本は、 戸籍の附票の写しが添付されているものに限ります。
・・ ・ ・•住民票の記載事項証明書とは、 地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、 住所その他の事項を証する

書類をいいます。
・・ ・ ・・官公庁から発行され、 又は発給された書類その他これに類するもので、 当該自然人の氏名、 住居及び

生年月日の記載があり、 かつ、 当該自然人の写真がないもの（個人番号の通知カ ー ドを除く。）

・ ・・・・日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、 当
該自然人の氏名、 住居及び生年月日の記載があるもの

「本人確認書類を補完する書類」襴は｀ 次の分類に従い該当する項目の口にレ点を記入してください。
「他の本人確認書類」 ・・・・ ・「本人確認書類」襴に記載した本人確認書類以外の本人確認書類
「国税又は地方税の領収証 ・・ ・ . . 所得税•住民税等の領収証書又は納税証明書
又は納税証明書」
「社会保険料の領収証書」
「公共料金の領収証書J
「その他官公庁から発行又
は発給された書類等」
「外国政府又は国際機関が
発行した書類等」

「本人確認書類」、 「本人確認書類を補完する書類」、 「追加で本人特定事項を確認した書類J及び「資産及び収入の状況の確認方法及び確認した書
類」襴に記載する書類は、 当該書類の詳細を「名称」、 「発行者」及び「記号番号」欄に記入してください。

ただし、 当該書類が
i)個人番号カ ー ドの場合には、 「記号蓄号」欄に個人番号を記入せず、 有効期間を記入して下さい。
ii)国民年金手帳の場合には、 「記号蕃号」襴に年金誉号を記入せず、 交付年月日を記入して下さい。

「本人確認書類」欄に記載する書類のうち、 次に掲げる書類は、 原本の提示を受けた場合でも｀ 他の本人確認書類又は補完書類（備考4に掲げる「他の
本人確認書類」以外の書類）の提示又は送付を受けるか、 取引関係文書の送付が必要となります。
(1) 「各種健康保険証」
(2) 「国民年金手帳等」
(3) 「印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑）」

「本人確認書類」襴に記載する書類のうち、 次に掲げる書類は、 原本の提示を受けた場合でも取引関係文書の送付が必要となります。
(1) 「印鑑登録証明書（取引申込等書類に押印した印鑑以外）」
(2) 「戸籍謄本又は抄本」
(3) 「住民票の写し又は記載事項証明書」
(4) 「その他官公庁から発行又は発給された書類等（写真なし）」

「本人確認書類を補完する書類」襴に記載する書類は、 領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、 その日が事業者が提示又は送付を受ける日
前6ヶ月以内のものに限ります。（「他の本人確認書類」を除く。）
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・・・・・所得税法第74条第 2 項に規定する社会保険料の頷収証書
. . . . .  日本国内において供給される電気、 ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金の領収証書
. . . .  ・官公庁から発行され． 又は発給された書類その他これに類するもので、 当該自然人の氏名及び住居の

記載があるもの（個人番号の通知カ ー ドを除く。）
. . . . .  日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、 当

該自然人の氏名及び住居の記載があるもの

9 電子署名法、 公的個人認証法の規定により電子証明が行われた特定取引等に関する情輯の送信を受ける方法等により本人特定事項の確認を行った
ときは、 当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証明するに足りる電磁的記録を、 確認記録の添付資料とする必要があります。

10 本邦内に住居を有しない短期在留者（観光者等）であって、 旅券等の記載によって当該外国人の属する国における住居を確認することができない
ものの住居に代わる本人特定事項は、 国籍及び旅券番号になります（外貨両替、 貴金属等の売買（貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受
領するものに限る。）等の取引に限ります。その他の取引時確認が必要な耽引については、 原則通り当該外国人の属する国における住居が確認で
きない限り取引はできません。）。

11 「資産及び収入の状況」関係の欄は、 200万円を超える財産の移転を伴うハイリスク取引を行う湯合に記入してください。

12 「外国PEPsとの取引」欄は、 顧客が外国の重要な公的地位にある者等に該当する場合に記入して下さい。

13 「対面取引」襴で「原本の提示」にある「時刻」は、 原本の写しを添付する場合には記入の必要はありません。

14 「非対面取引」に該当する場合は、 必ず本人確認書類（写し）を確認記録に添付しなければなりません。
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